
愛知県盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業事務取扱要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、障害者社会参加促進事業実施要綱（以下「要綱」という。）第４の１

（２）に定める専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業のうち、盲ろう者向け通

訳・介助員派遣事業の実施について必要な事項を定めるものである。 

 

（派遣利用登録の申込方法） 

第２条 盲ろう者向け通訳・介助員（以下「通訳・介助員」という。）の派遣を希望する者

（以下「申出者」という。）は、「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業利用登録申請書」

（様式１）を事業の実施団体（以下「実施団体」という。）の長を経由して知事に提出

するものとする。ただし、緊急の場合は電話等の方法により派遣利用登録の申出ができ

るものとする。この場合において、申出者は事後速やかに所定の手続きを行わなければ

ならない。 

 

（派遣利用登録の決定） 

第３条 知事は派遣利用登録の決定を行う際は、「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業利用

登録通知書」（様式２）を実施団体の長を経由して申出者に交付する。 

 

（派遣依頼及び決定） 

第４条 派遣利用を決定した者（以下「利用者」という。）等が通訳・介助員派遣を依頼す

るときは、希望日の 1週間前までにファックス、メール等の方法で、実施団体の長に「盲

ろう者向け通訳・介助員派遣依頼書」（様式５）を提出しなければならない。 

ただし、緊急またはやむをえない場合はこの限りではない。 

２ 実施団体の長は、利用者等から「盲ろう者向け通訳・介助員派遣依頼書」の提出があ

った場合、派遣内容（派遣目的、派遣時間など）を精査し派遣の可否を判断し、派遣に

あっては、必要最小限の派遣を決定するものとする。 

３ 実施団体の長は、決定をした場合、「派遣決定通知書」（様式６）により、利用者等に

通知するものとする。 

 

（通訳・介助員の派遣） 

第５条 通訳・介助員派遣は、原則利用者一人に対し１名とするが、対応が困難な場合は

この限りではない。 

２ 利用者の同居家族及び２親等内の親族は、当該利用者の通訳・介助員として派遣する

ことはできない。 

 

（通訳・介助員の派遣時間） 

第６条 通訳・介助員の派遣時間は、午前８時から午後８時までとするが、緊急又はやむ

を得ない場合で、かつ、通訳・介助員の同意があり、実施団体の長が認める時は、これ

以外の時間にも派遣することができる。 



２ 通訳・介助員の活動時間は、８時間以内とするが、当初から予測し得ない場合又は緊

急を要する場合などで交代要員の確保が困難な場合は、この限りではない。 

 

（手当等の支給） 

第７条 通訳・介助員派遣手当及び交通費は、別表に定める基準により計上する。 

２ 前項の派遣手当及び往復交通費の請求は、通訳・介助員が派遣活動終了後速やかに「盲

ろう者向け通訳・介助員活動報告」（様式７）により、実施団体の長へ請求するものと

する。 

３ 実施団体の長は、前項の規定により請求を受けたときは内容を審査し、支給する。 

 

（手当等の調整） 

第８条 実施団体の長は、この事業の実施状況により、第６条第２項の派遣時間並びに第

７条第１項の単価について、その限度内で調整することができるものとする。 

なお、調整した場合は、その内容について、知事に報告するものとする。 

 

（利用者の利用負担） 

第９条 利用者の利用負担はなしとするが、次の号のいずれかに該当する費用については、

利用者が通訳・介助員に支払うこととする。 

(1) 派遣開始以降に発生した通訳・介助員の公共交通機関利用時の交通費、入場料、そ

の他の費用の実費。 

(2) 利用者の身体的理由等で実施団体の長が認めた場合に限り、通訳・介助員の自家用

車への同乗を認めることとするが、その場合の１キロ２５円の燃料費及び駐車料金等

の実費。 

 

（通訳・介助員資格） 

第１０条 要綱に基づき通訳・介助員として活動できる者は、次の号のいずれにも該当す

る者であって、県に登録されている者とする。 

(1) 盲ろう者の福祉に理解と熱意を有する者であって満１８歳以上の者 

(2) 点字、指点字、手話、触手話、指文字、手書き文字等盲ろう者のコミュニケーション

手段の技術および介助技術を習得している者 

(3) 盲ろう者向け通訳・介助員の活動ができる者 

 

（通訳・介助員登録） 

第１１条 前条の登録を受けようとする者は、「愛知県盲ろう者向け通訳・介助員登録申請

書」（様式３）により実施団体の長を経由して知事に申請するものとする。ただし、平

成１８年３月３１日現在、名古屋市に登録されている者は、この登録を受けたものとみ

なす。 

２ 知事は、前項の申請があったときは、その内容について審査し、第１０条の各号のい

ずれにも該当すると認められた者を登録するものとする。 

３ 知事は、前項の登録をするにあたっては、実施団体の長の意見を徴しなければならな



い。 

４ 知事は、第２項の登録をしたときは、盲ろう者向け通訳・介助員登録証（（様式４）以

下「登録証」という。）を交付するものとする。 

５ 第２項の登録有効期間は、３年間とする。ただし、年度途中で登録した場合は、登録

した日からその年度の翌々年度の３月末日までとする。 

 

（派遣利用登録の取消） 

第１２条 知事は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、派遣利用登録の決

定を取り消すことができる。 

 (1) 要綱に反したとき。 

 (2) 偽りその他不正の手段で派遣の決定を受けたとき。 

 (3) その他知事が派遣を不適当と認めたとき。 

 

（通訳・介助員登録の取消） 

第１３条 知事は、通訳・介助員が第１０条各号のいずれかに該当しなくなったとき、又

は通訳・介助員として不適格と認められる事由が生じたときは、登録を取消すことがで

きる。 

 

（登録証の返還） 

第１４条 通訳・介助員として活動ができなくなった者、又は前条により登録の取消しを

受けた者は、すみやかに登録証を返還しなければならない。 

 

（報告） 

第１５条 実施団体の長は、通訳・介助員の活動状況について、毎月分を翌月の１０日ま

でに知事に報告しなければならない。 

 

 

   附 則 

 この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２８年３月３１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成２９年４月１日から適用する。 

２ この要領で、様式が変更された登録証は有効期限まで有効とする。 

附 則 

この要領は、平成３０年８月７日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。  



附 則 

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 ただし、第１１条第１項で定める

様式３及び同条第４項で定める様式４は、平成３１年１月２６日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年２月６日から施行し、令和 2年４月１日から適用する。 

附 則 

この要領は、令和２年５月１８日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

附 則 

この要領は、令和２年１２月２８日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年３月９日から施行し、令和３年３月１日から適用する。 

附 則 

この要領は、令和５年３月３０日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

附 則 

この要領は、令和６年１月９日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

附 則 

この要領は、令和８年２月２日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

 



別表 

区分 金額 備考 

通訳・介助に対する手当 １時間あたり２０００円 

以後３０分ごとに１０００円 

待ち合わせ時間から用

務終了時間まで  

交通費 ・自宅から派遣先（待ち合わせ場所）

までの往復交通費の実費とする。ただ

し、名古屋市営交通機関のみを利用し

た場合は、最も安価な乗車券の額を限

度とする。 

（やむを得ず自動車を利用する場合） 

・１キロ２５円及び駐車料金の実費と

する。 

自宅から派遣先（待ち

合わせ場所）まで 

 

 


